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１．初版制定日：平成 10 年 4 月 23 日 

２．改定№１ 

改 定 日：平成 14 年 6 月 20 日 

改定理由：全国基準統一化のため 

改定箇所：全面改定 

３．改定№２ 

改 定 日：平成 14 年 11 月 10 日 

改定理由： 

(1)西ナイルウイルス感染防止対策に伴う、「対象としない妊産婦」の 

基準追加のため。 

(2)遺伝性疾患による対象者制限の表記および家族歴調査票様式の変 

更。 

    (3)「神経芽細胞種のスクリーニング検査結果」に関する健康調査書の

変更。 

改定箇所： 

    (1)6 ページ「3．臍帯血提供の対象となる妊産婦」 

①「3.1.3.妊産婦が下記の事項に該当する場合は対象としない。」

に、「4)海外より帰国してから１ヵ月に満たない場合」を追加。 

②「3.1.6.新生児からみて三親等以内に下記の家族歴を有する場

合は原則として対象としない。ただし、遺伝形式から推測して

児に発症の可能性がない場合は可とする。」 

(2)「家族歴調査票（様式 基− 1− 2）」 

      ①質問 1を「質問 1− 1」と「質問 1− 2」に区分。 

      ②質問 1− 1 

       「二親等以内」後に「（ご両親、祖父母、兄および姉）」を追加。 

      ③質問 2 

       「三親等以内」後に「（二親等および曾祖父母、血縁のある叔父・

叔母）」を追加。 

(3)「健康調査書（様式 基− 1− 5）」 

  「6．神経芽細胞種に対する検査結果はいかがでしたか？」を削除。 

(4)参考資料として、「遺伝性疾患とその対応」を添付 
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４．改定№3 

改 定 日：平成 15 年 4 月 17 日 

改定理由： 

(1)海外からの帰国（入国）時の制限を 3週間にするため。 

(2)輸血歴の判断にリンパ球輸注療法を含めるため。 

(3)「重症急性呼吸器症候群（ＳＡＲＳ）」感染防止対策に伴う関連問

診項目を追加するため。 

改定箇所： 

(1)7 ページ 

「3.1.3.妊産婦が下記の事項に該当する場合は対象としない。」 

「4)海外より帰国してから３週間に満たない場合」とする。 

(2)様式 基− 1− 3 分娩の記録 

「母親の情報」に「リンパ球輸注療法の既往 □なし □あり」

を追加する。 

(3)様式 基− 1− 4− 2 出産後問診票 

「ＳＡＲＳ」関連の問診項目を追加。 

５．改定№4 

改 定 日：平成 15 年 6 月 15 日 

改定理由： 

(1)厚生労働省の通知により、「重症急性呼吸器症候群（ＳＡＲＳ）」

感染防止対策に伴う関連問診項目を変更するため。 

改定箇所： 

(1)様式 基− 1− 4− 2 出産後問診票「5」 

「ＳＡＲＳ」関連の問診項目を変更。 

６．改定№5 

改 定 日：平成 16 年 11 月 14 日 

改定理由： 

(1)臍帯血採取の同意を得るための説明を制定するため（従って様式

番号が変更） 

(2)健康調査終了後にも児の健康情報の連絡を依頼するため 

(3)海外から入国・帰国してからの期間を 4週間とするため 

(4)出産前問診票にレーシュマニア症の既往を含めるため 

(5)臍帯血提供の同意書における同意項目のうち、同意の撤回につい

ての記載を一部変更するため 

(6)臍帯血採取に関する項からシリンジ使用の記載を削除するため 

改定箇所：全面改定 
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７．改定№6 

改 定 日：平成 17 年 6 月 11 日 

改訂理由：輸血用血液献血者の問診判断基準に準拠するため。 

改訂箇所：様式 基－1－1臍帯血提供についての説明および基－１－５ 

－１出産前問診票の一部 

8. 改定 No.6－1 

改 定 日：平成 18 年 3 月 18 日 

改訂理由：リンゴ病（伝染性紅斑）既往の採血制限を 6ヶ月とするため様 

 式を一部差替える。 

改訂箇所：様式 基－1－1 臍帯血提供についての説明の 5ページ目 

（差替）  様式 基－1－5－2 出産後問診票 1、6 ヶ月以内にリンゴ 

病（伝染性紅斑）を追加 

9. 改定 No.6－2 

改 定 日：平成 18 年 9 月 16 日 

改訂理由：プラセンタ製剤使用の有無についての問診項目追加のため。 

改訂箇所：様式 基－1－5－1 出産前問診票 質問事項 4にプラセン 

（差替） タ製剤の使用の有無を追加。 

10. 改定 No.7 

改 定 日：平成 19 年 5 月 12 日 

改訂理由：児の染色体異常の把握、および家族性悪性腫瘍、妊産婦の既往

（HBV 感染を含む）、現病の規定の変更、分娩経過による除外対象の規定追

加のため 

改訂箇所： 8 ページ「3．臍帯血提供の対象となる妊産婦」、 

     様式 基-1-3、様式 基-1-4、様式 基-1-6 

11. 改定 No.7-1 

改 定 日：平成 20 年 1 月 19 日 

改訂理由： 児の染色体異常を把握する質問項目を変更するため 

改訂箇所：様式 基-1-4 分娩の記録 羊水検査の項を染色体異常に変更  

（差替）    

12．改定 No.8 

  改 定 日：平成 20 年 3 月 8 日 

改訂理由：臍帯血を提供する妊産婦の基準を変更するため 

改訂箇所：3.1.1. 分娩週数は原則として正期産とするが、37 週未満の場合

には母児の安全を考慮して産科医が判断する。ここで正期産と

は 37 週以上 42 週未満の場合をいう。  
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1．制定の目的および適用範囲        P.6 

 

2．臍帯血の採取施設および採取担当者の業務      P.7 

 

3．臍帯血提供の対象となる妊産婦              P.8 

 

4．説明と同意          P.9 

 

5．家族歴の聴取、問診および健康調査       P.10 

 

6．臍帯血の採取と保管         P.11 

 

7．分娩の記録の作成         P.12 

 

8．妊産婦の末梢血の採取と保管および検査結果の通知     P.12 

 

9．臍帯血等の引き渡し         P.12 

 

10．作業従事者の作業管理に関する事項     P.13 
 

11．臍帯血採取区域への立ち入り制限と設備の管理に関する事項  P.13 

 

 

  添付資料 

   「遺伝性疾患とその対応」 
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1．制定の目的および適用範囲 

この臍帯血採取基準は、各臍帯血バンクにおいて臍帯血移植に用いられる

臍帯血の品質を確保すると共に、臍帯血の提供に同意した妊産婦および児の

安全性を確保するために日本さい帯血バンクネットワークが定める。 

本基準は臍帯血の採取、保管および引き渡しに係わるすべての作業に適用

する。 
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2．臍帯血の採取施設および採取担当者の業務 

2.1.臍帯血の提供に同意した妊産婦と児の安全性および採取された臍帯血の

品質を確保するため、採取施設または採取担当者は以下の業務を行う。 

2.1.1.妊産婦に対し、臍帯血採取および臍帯血バンクに関する説明を様式 

基− 1− 1 を用いて行い、所定の書式の同意書（様式 基− 1− 2）を

得ること。 

2.1.2.臍帯血を採取すること。 

2.1.3.所定の書式の家族歴調査票（様式 基− 1− 3）、分娩の記録（基− 1

− 4）を作成すること。 

2.1.4.妊産婦が記入する問診票（基− 1− 5− 1 および基− 1− 5− 2）を得る

こと。その際、記入にあたって適切な助言を与えること。 

2.1.5.必要に応じ、妊産婦の末梢血を採取すること。 

2.1.6. 2.1.1.～5.を一定期間保管し、臍帯血バンクに提出すること。 

2.1.7.分娩時または分娩後に採血された妊産婦の血液検査の結果を必要に

応じて本人に通知すること。 

2.1.8.臍帯血の採取に関する物品と各種文書の管理を行うこと。 

 

2.2.臍帯血採取とその関連業務に関して、本基準書に基づいた標準作業手順

書を作成する。 
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3．臍帯血提供の対象となる妊産婦 

3.1.臍帯血を提供する妊産婦は、以下の基準を満たすものとする。 

3.1.1. 分娩週数は原則として正期産とするが、37 週未満の場合には母児の

安全を考慮して産科医が判断する。ここで正期産とは 37 週以上 42

週未満の場合をいう。 

3.1.2.合併症妊娠で、妊娠経過中に薬剤投与を受けている場合は対象とし

ない。ただし妊娠経過中に一過性に出現し、分娩時に正常化してい

る場合は可とする。また、分娩中の陣痛促進剤の使用は可とする。 

3.1.3.妊産婦が下記の事項に該当する場合は対象としない。 

1)問診票にて不適格とされた場合 

2)ＨＢＶ、ＨＣＶ、ＨＩＶ-1、-2、ＨＴＬＶ-1、梅毒等の感染症を現

に有するか既往歴がある場合。 

3)造血器腫瘍、造血不全、悪性腫瘍の現病または既往、慢性疾患（糖

尿病[インスリン依存型]、内分泌疾患、神経疾患、膠原病）の現病

を有する場合。 

4)海外より帰国してから 4週間に満たない場合。 

3.1.4.新生児からみて二親等以内に家族性の発症が疑われる悪性腫瘍の家

族歴を有する場合は対象としない。 

3.1.5.新生児からみて三親等以内に下記の家族歴を有する場合は対象とし

ない。ただし、遺伝形式から推測して児に発症の可能性がない場合

は可とする。 

1)赤血球疾患：鎌状赤血球症、ｻﾗｾﾐｱ、ﾌｧﾝｺﾆ貧血、G6PD 他赤血球酵素異常、球状赤血球症、

楕円赤血球症、ﾎ゚ ﾙﾌｨﾘﾝ症、ﾀ゙ ｲｱﾓﾝﾄ゙ ﾌ゙ ﾗｯｸﾌｧﾝ症候群等 

2)白血球細胞・免疫不全疾患：重症複合免疫不全、慢性肉芽腫症、低γ-ｸﾞﾛ

ﾌﾞﾘﾝ血症、Wiskott-Aldrich 症候群、Nezelof 症候群、ADA 欠損症、PNP 欠

損症、DiGeorge 症候群、毛細血管拡張性運動失調症等 

3)血小板疾患：Glanzmann 血小板無力症、Bernard-Soulier 症候群、遺伝性血

小板減少症、血小板 storage pool 病等 

4)代謝性疾患：Tay-Sachs 病、Gaucher 病、Niemann-Pick 病、Hurler 病、Hunter

病、Lesch-Nyhan 症候群、Sanfilippo 病、ﾛｲｺｼﾞｽﾄﾛﾌｨｰ等 

5)その他：遺伝性疾患、Creutzfeldt-Jakob 病および類縁疾患 

3.1.6. 妊娠経過中に下記の事項に該当することが明らかとなった場合は対象としない。 

1)多胎妊娠の場合 

2)羊水検査で染色体異常が判明した場合 

3.1.7.分娩経過中に下記の事項に該当する事が明らかとなった場合は対象

としない。 

  1）前期破水による上行性の感染から胎児感染が疑われる場合 

  2）新生児仮死を認める場合 

3.1.8.帝王切開による分娩においては、産科的適応で予定された分娩の場合は可とする。 

3.2.上記に示す適格性の判定は、採取施設の産科医師が行う。 
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4．説明と同意 

4.1.臍帯血を提供する妊産婦に対する説明は、臍帯血採取前に採取施設の産

科医師が文書（基− 1− 1）および口頭で行う。 

 

4.2.説明のための文書は採取施設の標準作業手順書によるが、以下の項目は

必ず記載されていることとする。 

  1)臍帯血採取の目的。 

  2)臍帯血採取の方法。採取にともない母子に及ぼされる危険性とその対

処方法。 

3)採取された臍帯血の使用。提供後の所有権は認められないこと。 

4)妊産婦および児の病歴、家族歴、問診、健康状態等の情報提供。 

5)分娩前または後の妊産婦の採血。 

6)検査項目とその結果の通知 

7)検査結果通知を希望しない場合の不利益について 

8)プライバシーの保護とその方法。 

9)臍帯血の提供によっても利益を生じないこと。 

10)同意の撤回とその方法。 

   11)組織適合性に関する検査（遺伝子検査含む）が行われること。 

  12)臍帯血移植成績向上を目的とした遺伝子検査をする可能性があるこ

と。 

4.3.担当産科医師は、臍帯血の提供を承諾した妊産婦から所定の書式の同意

書（基− 1− 2）を得る。 

 

4.4.妊産婦は同意書を提出後もその同意を撤回することができる。 

 

4.5.妊産婦から提出された同意書は採取施設で保管する。臍帯血が採取され

た場合は、同意書を臍帯血バンクに引き渡す。 
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5．家族歴の聴取、問診および健康調査 

5.1.家族歴の聴取 

5.1.1.臍帯血移植による遺伝性疾患の伝搬を回避するため、児の二親等ま

たは三親等までの家族歴の調査を行う。特に、母方のみならず父方

の家族歴調査を確実に行う。 

5.1.2.家族歴の聴取は採取施設の産科医師が行い、家族歴調査票（様式 基

− 1− 3）を作成する。 

5.1.3.家族歴の聴取により本基準3.1.4.および3.1.6.に示す家族歴が明ら

かとなった場合は、臍帯血の採取を行わない。 

5.1.4.作成した家族歴調査票は採取施設で保管し、臍帯血が採取された場

合は臍帯血バンクに引き渡す。 

    5.1.5.家族歴調査票の判断基準は、臍帯血品質管理基準書に定める。 

 

5.2.問診 

5.2.1.臍帯血移植による検査で把握し難い感染症または疾患の伝搬を回避

するため、妊産婦から問診を行う。問診票は出産前問診票と出産後

問診票（様式 基− 1− 5− 1、基− 1− 5− 2）とから成り、出産前問

診票にて不適格と判断された場合は臍帯血の採取は行わない。 

5.2.2.問診は妊産婦が問診票に記入することにより行う。問診票の記入に

際し、採取施設は必要に応じて助言と指導を行う。 

5.2.3.問診票は妊産婦のプライバシーに配慮して臍帯血バンクが回収する。 

5.2.4.問診票の内容の判断基準は、臍帯血品質管理基準書に定める     

（別表 2）。 

 

5.3.健康調査 

5.3.1.臍帯血移植による遺伝性疾患及び感染症の伝搬を回避するため、児

の出生後 6カ月を越えた時点の児および母親の健康調査を行う。 

5.3.2.健康調査は所定の書式（様式 基− 1− 6）に従い、各臍帯血バンク

が行う。臍帯血採取施設は健康調査の作成には直接関与する必要は

ないが、同意のための説明時にその必要性を妊産婦に説明する。 

5.3.3.健康調査の判断基準は、臍帯血品質管理基準書に定める。 

5.3.4.各臍帯血バンクは健康調査時に母親に対し、健康調査終了後であっ

ても生後 10 年間は児に血液疾患、癌、免疫不全、代謝異常などの発

症をみた場合には臍帯血バンクへ連絡するよう、依頼する。 
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6．臍帯血の採取と保管 

6.1.臍帯血は本基準3.1.を満たし、予め同意書を提出した妊産婦の出産時に採取する。 

 

6.2.臍帯血の採取は、臍帯血への微生物等の混入を避けるため、一定の清浄

度が保たれる場所で行う。 

6.2.1.胎盤娩出前の採取は分娩室で行う。 

6.2.2.胎盤娩出後の採取は分娩室と同等の清浄度を有する区域で行う。 

 

6.3.臍帯血の採取に使用する用具は臍帯血への微生物等の混入を極力避ける

ことのできるものを選定する。 

6.3.1.採取は医療用具として承認され、抗凝固剤ＣＰＤまたはＡＣＤを含

んだ滅菌済みの採血バッグを原則として使用する。 

6.3.2.臍帯血に直接接触するすべての用具は使用前に外観検査を行い、破

損、異物混入等異常が存在する場合は使用しない。 

 

6.4.臍帯血の採取は、胎盤娩出前の採取の場合は採取施設の産科医師等、胎

盤娩出後の採取の場合は採取施設の承認を得た担当者が行う。 

 

6.5.臍帯血の採取は胎盤娩出前または胎盤娩出後に以下の要領で行う。 

1)臍帯表面、特に穿刺部位はヨード製剤等を用いて十分に消毒する。 

2)採血バッグの針を臍帯静脈に穿刺し、自然落下により採取する。 

3)採取終了後は抜針し、採血バッグのチューブ部位をクランプまたは結

紮する。 

4)採取終了後、直ちに採血バッグに妊産婦氏名を記入する。 

5)採取の詳細は標準作業手順書を作成して規定する。 

 

6.6.胎盤娩出前の採取においては、妊産婦および児の安全性を確保するため

に以下の項目を厳守する。 

6.6.1.対象となると判定した妊産婦の場合でも、分娩時の安全性に問題が

ある可能性が認められる場合は採取しない。 

6.6.2.出産後、妊産婦または新生児に通常の出産・分娩での処置以外の処

置が必要となる場合は採取しない。 

6.6.3.臍帯血採取開始後も、妊産婦または新生児に通常の出産・分娩での

処置以外の処置が必要となる場合は採取を中止する。 

6.6.4.採取を担当する医師以外の産科スタッフも必要に応じて処置できる

体制を整備する。 

 

6.7.採取した臍帯血は、調製保存施設に引き渡すまでの間、4～25℃の温度に

保ち、採取施設の所定の場所に保管する。 



文書№基− 1 

臍帯血採取基準書 

7.分娩の記録の作成 

8.妊産婦の末梢血の採取と 

保管および検査結果の通知 

9.臍帯血等の引き渡し 
改訂№8 頁：12 

 

7．分娩の記録の作成 

7.1.臍帯血移植による遺伝性疾患または感染症の伝搬を回避するため、分娩

の記録を作成する。 

7.2.分娩の記録（様式 基− 1− 4）は、採取施設の産科医師または産科医師

の記載した病歴の記録をもとに採取施設の看護師が記載する。 

7.3.分娩の記録は臍帯血バンクに引き渡す。 

 

8．妊産婦の末梢血の採取と保管および検査結果の通知 

8.1.末梢血の採取と保管 

8.1.1.臍帯血移植による感染症の伝搬を回避するため、妊産婦の末梢血を

採取し検査を行う。 

8.1.2.採血は分娩前 24時間以内または分娩後 1週間以内に採取施設で行う。 

8.1.3.採取された末梢血は採取施設の所定の場所に 4℃～25℃で保管し、臍

帯血バンクに引き渡す。 

 

8.2.検査結果の通知 

8.2.1.妊産婦の末梢血の検査結果は臍帯血バンクから採取施設の産科医師

に通知する。通知された産科医師は、必要に応じてその結果を妊産

婦に知らせる。 

8.2.2.検査結果の通知はプライバシーの保護に厳重に注意する。また、通

知を希望しない場合の不利益について十分説明すること。通知の詳

細は標準作業手順書に規定する。 

 

9．臍帯血等の引き渡し 

9.1.臍帯血、妊産婦の末梢血、同意書、家族歴調査票、問診票、分娩の記録

は採取施設から臍帯血バンクに引き渡す。 

9.2.引き渡し時には両施設の担当者により妊産婦の氏名を確認する。 

9.3.臍帯血バンクが引き渡しを受けることが困難な場合は、指定した担当者

に引き渡し業務を委託できる。ただし、この場合は妊産婦のプライバシ

ーの保護に十分配慮する。 
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10.作業従事者の作業管理に関する事項 

10.1.臍帯血の品質を確保するためには、行われる個々の作業が適切に行われ

ていることが必須となる。そのためには本基準書と本基準書に基づいて

作成した標準作業手順書を遵守しなければならない。 

 

10.2.作業従事者の教育訓練は、臍帯血の採取に関するすべての作業従事者に

対して行い、臍帯血の品質と安全性の確保に努める。教育訓練に関して

は標準作業手順書にその詳細を定めるが、以下の規定を含むものとする。 

10.2.1.採取施設に教育訓練担当者をおく。 

10.2.2.作業従事者に本基準書および標準作業手順書の内容を周知徹底さ

せる。 

10.2.3.新規に作業従事者となる場合は、事前に教育訓練を行う。 

10.2.4.すでに教育訓練を受けた作業従事者は、年1回の再教育訓練を行う。 

10.2.5.本基準書または標準作業手順書が改訂された場合は、すべての作業

従事者に内容を周知徹底させる。 

 

11.臍帯血採取区域への立ち入り制限と設備の管理に関する事項 

11.1.臍帯血採取区域への立ち入り制限は、採取施設の内部基準に従う。 

11.2.採取施設の基準に従い、臍帯血採取区域の清掃、消毒を行い、さらに作

業従事者の衛生管理に努める。 

11.3.臍帯血採取区域の空調設備等の構造設備は、採取施設の内部基準に従い

定期点検を行う。 

11.4.構造設備に関する事故は採取施設の内部基準により適切な処置を行う。

事故により臍帯血採取区域の清浄度が保たれない場合は、回復するまで

臍帯血の採取は行わない。 



臍帯血採取基準書添付資料（遺伝性疾患とその対応）

疾患名 遺伝形式 対応

鎌状赤血球症 常染色体相互優性遺伝 1

（ホモ接合体でのみ重症）

サラセミア 常染色体優性遺伝 1

（ホモ接合体で重症、

ヘテロ接合体で軽症）

Fanconi貧血 常染色体劣性 2

Ｇ６ＰＤ欠損 Ｘ連鎖劣性 3

他の酵素欠損 常染色体劣性 2

球状赤血球症 常染色体優性 1

楕円赤血球症 常染色体優性 1

ポルフィリン症 常染色体劣性 2

ダイアモンドブラックファン症候群 ２０％程度は常染色体優性 1または2

あるいは劣性 不明なときは不適格

重症複合免疫不全（ＳＣＩＤ） 常染色体劣性、Ｘ連鎖劣性 2または3

慢性肉芽腫症（ＣＧＤ） Ｘ連鎖劣性（重症）、 2または3

常染色体劣性（軽症）

低γグロブリン血症 Ｘ連鎖劣性 3

高ＩｇＭ症候群 Ｘ連鎖劣性 3

Wiskott-Aldrich症候群（ＷＡＳ） Ｘ連鎖劣性 3

Ｎｅｚｅｌｏｆ症候群 独立した疾患単位ではない、 不適格

したがって遺伝形式は不定

ＡＤＡ欠損症 常染色体劣性 2

ＰＮＰ欠損症 常染色体劣性 2

DiGeorge症候群 遺伝性のものは常染色体優性、 1

非遺伝性のものもある

毛細血管拡張性運動失調症 常染色体劣性 2

Glanzmann血小板無力症 常染色体劣性 2

Bernard-Soulier症候群 常染色体劣性 2

遺伝性血小板減少症 種々のものがあり、一定ではない 不適格

血小板strage pool病 常染色体劣性 2

Tay-Sachs病 常染色体劣性 2

Gaucher病 常染色体劣性 2

Nieman-Pick病 常染色体劣性 2

Hurler病 常染色体劣性 2

Hunter病 Ｘ連鎖劣性 3

Lesch-Nyhan症候群 常染色体劣性 2

Sanfilippo病 常染色体劣性 2

異染性ロイコジストロフィー 常染色体劣性 2

副腎白質ジストロフィー Ｘ連鎖劣性 3
 

対応

１．常染色体優性

　５０％の確率で親から新生児に遺伝するので、親がその病気であれば「不適格」

　祖父母が病気で親が病気でなければ、その遺伝子は新生児にはいかないので「適格」

２．常染色体劣性

　両親のうちの一方が病気の場合、他方が保因者の可能性を考え原則として「不適格」

　新生児の兄弟が病気であれば、２５％の確率で新生児に発症するので「不適格」

　兄弟、両親以外の血縁者（祖父母、叔父叔母、いとこ）が病気の場合「適格」

３．Ｘ連鎖劣性

　男性の同胞がその病気で、新生児が男性ならば「不適格」

　母親の父あるいは男性同胞（兄弟）がその病気ならば、新生児が男性の場合「不適格」
（母親が保因者でないことが明らかであれば「適格」）



3.X連鎖劣性

親

子

男児には50% の確率で発症

祖父

親

子

母親の男性同胞に発症者が
いる場合は、50 %の確率で

母親が保因者になる。

2.常染色体性劣性1.常染色体優性

親

祖父母

親

子

50%の確率で遺伝
（発症）

両親の片方が患者、
もう片方が保因者の時、
子は50% の確率で発症

親

子

親

子

保因者

25%の確率で発症

不適格

不適格

男児は不適格

子

不適格



[様式 基− 1− 1] 

          臍帯
さいたい

血提供についての説明 
印について：○各バンクで任意、●必須説明事項、共通、※バンクによって選択、（△ ）削除可 

 

○ 臍帯血とは 

 臍帯とは、へその緒のことです。赤ちゃんがお母さんのお腹の中にいる時は

お母さんからの栄養を赤ちゃんに運ぶ役目をしていますが、生まれた後はもう

使われないので切ってしまいます。赤ちゃん側に残っているほうも数日でひか

らびてしまい、古くから「へその緒」として記念とするのはこの部分です。お

産の直後に臍帯と胎盤に残っている血液（約 50-150ml）を臍帯血と呼びます。

臍帯血には造血幹細胞（血液をつくる源となる細胞）がたくさん含まれていま

す。 

 

○ 造血細胞移植とは 

 「骨髄移植」についてお聞きになったことがありますか？白血病や再生不良性

貧血などの患者さんに、健康な人の骨髄を移植して、病気を治そうとする治療

法です。移植された骨髄が元気に働くためには白血球の型（HLA）が一致してい

ることが必要です。しかし、白血球の型が合う人は、兄弟間でも 4 人に 1 人の

確率でしか見つかりません。血縁でない人の間では数百人から数万人に 1 人し

か見つかりません。日本では骨髄バンクで健康な人の白血球の型を登録してい

ますが、型の合う人が見つからないこともあります。 

 さて 15 年ほど前、骨髄液の代わりに臍帯血を使った造血細胞移植が報告され

ました。臍帯血移植では骨髄移植の場合ほどには白血球の型を厳密に合わせる

必要がないので適合する臍帯血を見つけることが容易になります。また、臍帯

血は事前に保存されているので移植までの期間が骨髄移植の場合より短いのも

特徴です。日本にも「臍帯血バンク」がつくられ、「日本さい帯血バンクネット

ワーク」を通して臍帯血移植を受けられる患者さんが 近非常に増えています。 

 

● 臍帯血の採取について 

※赤ちゃんが産まれ臍帯を切り離した時、胎盤はまだ母体にとどまっています。

この後に（後産の前に）、 

※赤ちゃんが産まれ、胎盤も娩出された後、 

臍帯の血管に針を刺して臍帯と胎盤に残っている血液を採取します。ですから、

お母さんにも赤ちゃんにも苦痛はありませんし、分娩の経過にも全く影響はあ

りません。万一、お産の経過中に赤ちゃんやお母さんに何らかの問題が生じて

臍帯血を採取する余裕がないような場合は、もちろん臍帯血は採取されません。 

 

● 臍帯血提供に関わる利益、責任 

 ○○○臍帯血バンクは収益を目的とするものではありません。 

 臍帯血バンクは皆様のご厚意により臍帯血を提供していただくもので、無償

の献血と同じ性質のものです。臍帯血を提供して下さった方に特別な利益とな

ることは何もありません。また、協力しない事による不利益も一切ありません。



もし保存臍帯血が移植に使用され、その結果が好ましくなくとも、臍帯血の提

供者には何の責任もありません。 

 

● 同意書の同意項目についての説明（同意項目に照らしてご覧下さい） 

 
(1) 分娩に際して臍帯血を提供すること 

 採取に際し危険はありませんが、分娩の状況により産科医師の判断で採取を中

止することがあります。 

 
(2) 提供した臍帯血が検査、調製保存、登録および移植または移植に関する研

究に使用されること 

 採取された臍帯血については感染症の検査、血液型および白血球の型判定、

細菌検査、造血細胞検査などを行います。臍帯血の赤血球の大部分を除き、少

ない量にして、凍害保護液という細胞が壊れるのを防ぐ溶液を混ぜて凍結しま

す。凍結された臍帯血は− 196℃の液体窒素容器の中に保存されます。臍帯血バ

ンクでは 10 年位をめどに保存を予定しています。 

 後で述べる書類および検査結果が揃うと、保存細胞数などの基本的データは

「日本さい帯血バンクネットワーク」へ送られ、移植を待ち望む患者さんの検

索のために公開されます。適切な臍帯血が見つかった場合は、所定の手続きを

経て移植病院へ運ばれ、臍帯血移植が行われます。 

 保存された臍帯血は全部が移植に使われるわけではなく、白血球の型（HLA）

がほぼ一致する患者さんにしか使うことができません。患者さんの体重が重い

ほど移植に必要な細胞数も多くなり、現在保存される臍帯血のうち約 1 割程度

が移植に提供されています。 

 臍帯血採取量や細胞数が少ない場合や検査結果に問題がある場合、移植治療

に利用できないことがあります。その場合には廃棄するか、または移植に関連

する研究に役立たせていただきます。これには、臍帯血の有効な分離法や凍結

保存方法、造血幹細胞の増幅についての研究などを含みます。 

 
(3) （2）については○○○臍帯血バンクに一任し、その所有権は放棄するこ

と  

 提供していただいた臍帯血の管理や使用は、臍帯血バンクに一任していただ

きます。 

 
(4) 血液検査（肝炎、エイズ、HTLV-1、梅毒等）のために、出産後私が採血さ

れること 

 移植を受ける患者さんに新たな病気がおこらないように感染症の検査をしま

すが、このためには、臍帯血だけでなくお母さんの血液の検査が重要です。出

産時に臍帯血の採取ができましたら、お母さんの採血（約※5ml）をさせていた

だきます。 

 お母さんの血液の検査項目は、肝炎ウイルス（HBV、HCV）、エイズウイルス(HIV)、

ヒト T リンパ球向性ウイルス-1（HTLV-1）、パルボウイルス B19、サイトメガロ



ウイルス、梅毒および ALT (GPT)等です。この検査項目は、日赤の献血の場合と

同じものです。検査結果は（△入院期間中に）産科の受け持ちの先生宛てに連

絡致します。もし「検査結果を知りたくない」とのご希望でしたら、「同意書」

記載の「検査結果の通知」を『希望しない』に印を付けて下さい。その場合に

は検査の結果わかった感染症の治療や予防の機会を逃してしまう可能性があり

ます。 

  
(5) 臍帯血移植のための組織適合性検査において遺伝子検査を用いること。ま

た、移植成績向上を目的とした母児の遺伝子検査をする可能性があること 

 臍帯血の白血球型（HLA）などの検査（組織適合性検査）には遺伝子解析を用

います。これらの検査はすべて「検体番号（臍帯血番号）」によって行われます。

つまり匿名化して提供した方の名前がわからないようにします。臍帯血の HLA

検査結果はお知らせしません。また、将来追加の検査や移植結果の解析が必要

になる場合に備えて、臍帯血とお母さんの血液の一部は保存しておきます。保

存された検査用血液は移植結果の解析のための検査（キメリズム解析）、移植成

績向上を目的とした検査に使用します。例えば詳細な組織適合性検査等です。

移植結果の確認と移植成績向上の目的以外での遺伝子検査は行いません。 

 
(6) 診療録の閲覧、問診票の記入に応じること 

 お産の経過やお母さんの既往歴を調査するため、カルテの情報の一部を臍帯

血バンクにいただきます。移植を受ける患者さんに新たな病気がおこらないよ

う、家族歴や遺伝性疾患についてお尋ねし、また「問診票」の記入をしていた

だきます。 

 

(7) 出産後6ヶ月を経過した段階での新生児および私の健康状態についての情

報を提供すること 

 半年後に「健康調査票」をお送りし、赤ちゃんとお母さんの出産後の健康状

態を教えていただきます。半年後にお送りする「健康調査票」の後は原則とし

て臍帯血バンクから皆様にご連絡することはなくなります。 

 「健康調査票」をお出しいただいた後であっても、赤ちゃんかお母さんに上

記の（4）にあるような感染症が見つかった場合や、赤ちゃんに血液の病気や癌

が発症した場合には、○○○臍帯血バンクにご連絡いただけますようお願いい

たします。 

 
(8) 提供に合意しても、諸般の事情により臍帯血が採取および保存されない場

合があること 

 臍帯血提供のご希望があっても、お母さんに何らかの慢性疾患や妊娠合併症

があったり、または赤ちゃんの状態によっても、臍帯血を採取できないことが

あります。更に、お産の状況により臍帯血を採取している時間的余裕がない場

合もあります。 

 臍帯血を採取しても、採取量や細胞数、検査結果によっては、移植治療に利

用できないことがあります。その場合には廃棄するか、または移植に関連する



研究に役立たせていただきます。 

 
(9)  同意書を提出後もその同意を撤回することができること。撤回しても私

の不利益にはならないこと。 

 一度同意しても、同意を撤回することができます。撤回なさってもお母さんや

赤ちゃんの不利益になることはありません。 
 

 

● 個人情報の管理 

 臍帯血およびお母さんの血液の検査結果は個人のお名前が分からないように

管理します。また、プライバシーを守るために、妊娠分娩情報、検査情報、「同

意書」「問診票」「健康調査票」などは厳重に管理します。個人情報が外部に漏

れることはありません。移植に提供され、移植結果等が発表される場合でも、

個人が特定されることはありません。○○○臍帯血バンクでは、 

※個人名、住所等の情報をコンピューターに入力することはせず、個人情報に

関する書類は別ファイルとして施錠管理します。 

※個人名、住所等の情報を入力するコンピューターはインターネットなどのネ

ットワークに接続しません。 

※データ入力先は取り外し可能な保存媒体であり、使用しないときは施錠管理

します。 

 

○ お願い 

 臍帯血提供は提供者には危険も痛みもありません。どうぞご協力を宜しくお

願いいたします。より詳しい話をお聞きになりたい方は下記までご連絡下さい。 

 

●       ○○○臍帯血バンク 

                連絡先：○○○○○○ 

          ○○ ○○  

       TEL: ○○○○○○ 
 

 

 

 

 
日本さい帯血バンクネットワーク ○○年○月承認 



臍帯血提供にご協力いただける方々へ 
○ 

現在の基準ではお母様が下記に該当しますとご協力頂くことができません。 

 

･移植・輸血を受けたことのある場合（自己血輸血はのぞく） 

･不妊症の治療として、リンパ球輸注療法を受けた場合  

･マラリア、シャーガス病、アフリカトリパノゾーマ症、バベシア症、レーシ 

ュマニア症、原因不明の肝臓病などに罹ったことがある場合 

･慢性疾患をお持ちの場合（甲状腺疾患、血液疾患、自己免疫疾患等） 

・イギリスに 1980 年以降 1996 年まで 1日以上滞在した場合、または 1997 年 

以降 2004 年まで通算 6ヶ月以上滞在した場合。 

・アイルランド、フランス、ベルギー、オランダ、ドイツ、スイス、スペイン、

ポルトガル、イタリアの 8ヶ国に 1980 年以降 2004 年まで、通算 6ヶ月以上

滞在している場合。 

・スイスに 1980 年以降、通算 6ヶ月以上滞在している場合。 

・オーストリア、ギリシャ、スウェーデン、デンマーク、フィンランド、ルク 

センブルグの 6ヶ国に 1980 年以降、2004 年まで通算 5年以上滞在している

場合。 

・アイスランド、アルバニア、アンドラ、クロアチア、サンマリノ、スロバキ 

ア、スロベニア、セルビア・モンテネグロ、チェコ、ノルウェー、バチカン、 

ハンガリー、ブルガリア、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、マケド 

ニア、マルタ、モナコ、リヒテンシュタイン、ルーマニアの 20 ヶ国に 

1980 年以降、通算 5年以上滞在している場合 

･肝炎ウイルスキャリアの場合 

･1997 年以前にヒト由来脳硬膜移植を受けた場合 

･1994 年以前にヒト由来成長ホルモンの投与を受けた場合 

･ご出産前の 3 年以内にマラリア流行地に 3 ヶ月以上居住なさった、または予

防薬を服用していた場合 

･ご出産前の 1年以内に動物にかまれた後に狂犬病ワクチン接種を受けた場合 

    マラリア流行地（高危険度）を旅行した場合 

    ピアスホールを他人と針を共有して開けた場合 

    いれずみ（タトゥ）をした場合 

    針刺し事故にあった場合 

          イラクに滞在（居住）した場合 

･ご出産前の 6ヶ月以内に伝染性単核症に罹った場合 

            リンゴ病（伝染性紅斑）に罹った場合 

･ご出産前の 3 ヶ月以内に破傷風、蛇毒、ジフテリア抗血清の接種を受けた場

合 

･ご出産前の 1ヶ月以内に細菌性急性腸炎様症状がある場合 

      デング熱に罹った場合 

･ご出産前の 4週間以内に海外から帰国（または入国）なさった場合 

･ご出産前の 3週間以内にはしか（麻疹）、風疹、おたふくかぜ、帯状疱疹、水 



痘に罹った場合 

･ご出産前の 3 日間以内にインフルエンザ、感冒症等、それに伴う下痢のある

場合 

 

また、下記に該当しますとご協力頂くことができません。 

･ご家族のいずれかの方がご出産前の 1 ヶ月以内に A 型肝炎やリンゴ病（伝染

性紅斑）に罹った場合 

･赤ちゃんの 3 親等までの方に遺伝性血液疾患・遺伝性代謝異常等の患者さん

がいる場合 

･多胎の場合 

･妊娠合併症、異常分娩、赤ちゃんに奇形等の異常がある場合 

 

これらの基準は「日本さい帯血バンクネットワーク」で合意されているもので

す。 

宜しくお願いいたします。 

 

*  *  *  *  *  *  *  * 

○（時間帯についてはバンクによって選択） 

勝手ながら、金曜日 9 時頃以降、土曜日、祭日の前日のご出産の場合には臍帯

血献血にご協力いただくことができません。ご理解を願いいたします。 

 

   

午前 9時頃 

金曜日 ok 採取できません 

    

土曜日 採取できません 

    

日曜日   ok 

   

午前 9時頃 

祭日の前日 ok 採取できません 

    

祭日   ok 

 

 

○○○臍帯血バンク 



[様式 基− 1− 2]  

臍帯血提供の同意書 
〇〇〇臍帯血バンク 

代 表 ○〇〇〇 殿   

 
私は臍帯血バンクの必要性、臍帯血採取の安全性、および個人のプライバシ

ーが保護されることについて、○○病院○○科医師○○○○先生より別紙説明

文書に従い説明を受け十分理解しました。 

 よって、〇〇〇臍帯血バンクに対し、以下について同意します。 

 

１．分娩に際して臍帯血を提供すること 

２．提供した臍帯血が検査、調製保存、登録および移植または移植に関する研

究に使用されること 

３．２.については○○○臍帯血バンクに一任し、その所有権は放棄すること 

４．血液検査（肝炎、エイズ、ＨＴＬＶ-1、梅毒等）のために、出産後私が採

血されること 

５．臍帯血移植のための組織適合性検査において遺伝子検査を用いること。ま

た、移植成績向上を目的とした母児の遺伝子検査をする可能性があること 

６．診療録の閲覧、問診票の記入に応じること 

７．出産後６カ月を経過した段階での新生児および私の健康状態について情報

を提供すること 

８．提供に同意しても、諸般の事情により臍帯血が採取および保存されない場

合があること 

９．同意書を提出後もその同意を撤回することができること。撤回しても私の

不利益にはならないこと。 

 

検査結果の通知      □希望する      □希望しない 

 

 同意年月日 平成    年    月    日 

 

署 名   提供者（出生児の母親）                印 

            

住  所（連絡先） 

〒    -     

 

                                          

                            
出産後６～９ヵ月後の住所（連絡先）が現時点と異なる場合は以下にご記入ください。 

 

〒       住所                    ＴＥＬ             
*診察券番号           （オプション） 

 

 



[様式 基− 1− 3] 

 

家 族 歴 調 査 票 
 

 

妊産婦氏名                     

 

 以下の質問について、出生児をもとにした親族関係として記入してください。 

 罹患者欄には出生児との続柄を記入してください。 

 

1．出生児の三親等以内（ご両親、祖父母、兄姉、曾祖父母、血縁のある叔父、叔母）の 

方に下記の疾患に罹患したことのある、または現在罹患している人はいますか 

□なし     □あり（罹患者          病名           ） 

1)赤血球疾患： 

鎌状赤血球症、サラセミア、ファンコニ貧血、G6PD 他赤血球酵素異常、球状赤血球 

症、楕円赤血球症、ポルフィリン症、ダイアモンドブラックファン症候群等 

2)白血球細胞・免疫不全疾患： 

重症複合免疫不全、慢性肉芽腫症、低γ-グロブリン血症、Wiskott-Aldrich 症候群、 

Nezelof 症候群、ADA 欠損症、PNP 欠損症、DiGeorge 症候群、毛細血管拡張性運動失 

調症等 

3)血小板疾患： 

Glanzmann 血小板無力症、Bernard-Soulier 症候群、遺伝性血小板減少症、血小板 

storage pool 病等 

4)代謝性疾患： 

Tay-Sachs 病、Gaucher 病、Niemann-Pick 病、Hurler 病、Hunter 病、Lesch-Nyhan 

症候群、Sanfilippo 病、ロイコジストロフィー等 

5)その他： 

遺伝性疾患、Creutzfeldt-Jakob 病および類縁疾患 

 ※1)から 5)について、同様の調査が行える場合、病名一覧は削除可 

 

 2．出生児の二親等以内（ご両親、祖父母、兄および姉）の方に、家族性の発症が疑われ 

る（家系内に多発している）悪性腫瘍に罹患したことのある、または現在罹患してい 

る人はいますか 

   □なし   □あり（罹患者        病名             ） 

 

 3．出生児のお母さんは、白血病や悪性リンパ腫などの造血器腫瘍、再生不良性貧血など

の造血不全、その他の悪性腫瘍に罹患したことがある、または現在罹患しています

か 

   □なし   □あり（罹患者        病名             ） 

 

4．出生児のお母さんは、慢性疾患（糖尿病[インスリン依存型]、内分泌疾患、神経疾患、 

膠原病等）に現在罹患していますか。「あり」の時はお使いの薬を記載下さい。 

□なし   □あり（        病名             ） 

使用薬剤 □なし □あり（薬の名前               ） 

 

 

記 入 日 平成    年    月    日 

 

採取施設                 記入者                 



 [様式 基− 1− 4] 

分 娩 の 記 録 
 

 

〇〇産婦人科        臍帯血採取者              
   

 

◆母親の情報◆ 

氏 名            生年月日 昭和・平成  年  月  日 

血液型 （Ａ、Ｂ、Ｏ、ＡＢ） Ｒｈ（＋、− ） 

既往症  □なし □あり（                 ） 

感染症  □なし □あり（HBV、HCV、HTLV-1、HIV、梅毒、その他     ） 

陰部感染 □なし □あり（                   ） 

自然流産の既往  □なし □あり（   回） 

リンパ球輸注療法の既往  □なし □あり 

妊娠に伴う合併症 □なし □あり（               ） 

◆出産および出生児の情報◆ 

出生日時 平成   年   月   日   時   分   

性別 □男 □女 

在胎週数    週   日   出生体重     ｇ    

分娩 □単胎 □多胎 

    □経膣 □帝王切開（理由                  ） 

羊水混濁 □なし □弱  □強 

外表奇形 □なし □あり（                    ） 

分娩異常 □なし □あり（                    ） 

前期破水 □なし □あり 

   「あり」の場合：分娩までの時間が □48 時間以上 □48 時間未満 

分娩 24 時間以内の（陣痛促進剤を除く）使用薬剤（内服薬も含む） 

  □なし □あり（                        ） 

 染色体異常 □未検 □なし □あり □疑い（         ） 

 *妊娠出産歴   妊娠回数     回   分娩回数     回 

         自然流産回数   回   人工流産回数   回 

 *経膣分娩時の補助  □なし  □あり（鉗子 ・ 吸引）  

*胎児仮死 □なし □あり 

 *胎盤重量       ｇ（□採取前  □採取後）  

 *臍帯の長さ      ｃｍ 

  ※＊印は必須事項ではない 

◆その他の特記事項◆ 
 

 

 

 

記入日 平成   年   月   日  記入者              



[様式　基－１－５－１]

　　                 出　産　前　問　診　票　　　　　臍帯血番号

この問診票は、より安全な臍帯血移植を行うために皆様方の出産前の健康状態について伺うものです。

不明の点は担当医にお尋ね下さい。 ○○○臍帯血バンク

質　問　事　項

1 この3年間、海外に旅行または滞在しましたか。 はい・いいえ

「はい」と答えた方

　それはどこですか。　（国、都市名　　　　　　　　　　　　　　）

　いつ頃行きましたか。（　　　　　　　年　　　　　　　月頃）

　旅行中、虫刺され、黄疸を伴う発熱を経験しましたか。 はい・いいえ

　マラリア予防薬を服用しましたか。 はい・いいえ

2 1980年以降、海外に滞在しましたか。 はい・いいえ

国名　　　　　　時期（　　　　　年　　月頃から　　　　　年　　月頃まで)　通算　　年　　月　　日

国名　　　　　　時期（　　　　　年　　月頃から　　　　　年　　月頃まで)　通算　　年　　月　　日

国名　　　　　　時期（　　　　　年　　月頃から　　　　　年　　月頃まで)　通算　　年　　月　　日

国名　　　　　　時期（　　　　　年　　月頃から　　　　　年　　月頃まで)　通算　　年　　月　　日

3 今までに次の病気にかかったことがありますか。または現在かかっていますか。 はい・いいえ

マラリア、シャーガス病、アフリカトリパノゾーマ症、バベシア症、レーシュマニア症

4 今までに輸血（献血ではありません）や臓器の移植を受けたこと はい・いいえ

がありますか。

今までにヒト胎盤(プラセンタ)由来の注射剤(商品名メルスモン、ラエンネック、その他輸入製剤) はい・いいえ

を使用されたことがありますか。

5 B型やC型の肝炎ウイルス保有者（キャリア）と言われたことが はい・いいえ

ありますか。

6 次のいずれかに該当することがありますか。

①　ＣＪＤ（クロイツフェルト・ヤコブ病）及びその類縁疾患と

　　医師に言われたことがある。 はい・いいえ

②　血縁者にＣＪＤ及び類縁疾患と診断された人がいる。

③　人由来成長ホルモンの注射を受けたことがある。

④　角膜移植を受けたことがある。

⑤　硬膜移植を伴う脳外科手術を受けたことがある。

7 この１年間に予防接種を受けましたか。 はい・いいえ

6.で「はい」と答えた方

　予防接種の種類を教えて下さい。（　　　　　　　　　　　　　　）

　いつ頃でしたか。　　（　　　　　　　年　　　　　　　月頃）

記入年月日　　　　　　　年　　　　　　　月　　　　　　　日

署名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

※同様の内容が調査が行える場合は、様式（基ー１－４－１および基ー１－４－２）の出産前後は問わないも
のとする。



[様式　基－１－５－２]

出　産　後　問　診　票 臍帯血番号

この問診票は、より安全な臍帯血移植を行うために皆様方の出産前の健康状態について

伺うものです。不明の点は担当医にお尋ね下さい。

○○○臍帯血バンク

質　問　事　項

1 次の病気や症状がありましたか。

　３週間以内 - はしか（麻疹)、風疹、おたふくかぜ、帯状疱疹、水痘 はい・いいえ

　１カ月以内 - 発熱を伴う食中毒用の激しい下痢

　６カ月以内 - 伝染性単核症、リンゴ病（伝染性紅斑）

2 出産前の１カ月間に　家族にA型肝炎やリンゴ病（伝染性紅斑）を はい・いいえ

発症した人はいますか。

3 出産前の1年間に次のいずれかに該当することがありましたか。

①　ピアスホールを開けた、またはいれずみ（タトゥ）をした。

②　使用後の注射針を誤って自分に刺した。 はい・いいえ

③　肝炎ウイルス保有者（キャリア）、HIV感染者と性的接触等

　　密接な接触があった。

3.で「はい」と答えた方

　いつ頃でしたか。　（　　　　　　　年　　　　　月頃）

　ピアスホールを開けた方に伺います。

　　該当するものに○を付けて下さい。

　　　使い捨ての針で開けた。(1人のみ使用、2人以上で使用)

　　　医療機関で開けた。

　　　針がそのままピアスになるもので開けた。

　　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

4 出産前の１年間に次のいずれかに該当することがありましたか。

①　不特定の異性と性的接触を持った。

②　エイズ検査（ＨＩＶ検査）で陽性といわれた。 はい・いいえ

③　麻薬、覚醒剤を注射した。

④　①�③に該当する者または男性同性愛者と性的接触を持った。

5 出産前の３週間以内に次のいずれかに該当することがありましたか。

①　「原因不明の重症急性呼吸器症候群 (Severe Acute Respiratory Syndrome,
SARS) 」と疑われた人を看護、介護した、または患者の気道分泌液、体液に触れ
た。

はい・いいえ

②　「SARS」と疑われた人と近距離で接触した、または同居していた。

記入年月日　　　　　　　年　　　　　　　月　　　　　　　日　　

署名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

住 所 　〒

TEL.　　　



 [様式 基− 1− 6] 

 

健 康 調 査 書 

 

ご 出 産 日 平成  年   月   日 

 

出産病院名（出産施設名）          

 

次の質問について該当するものを○で囲んで下さい。また、質問によっては必要事項をご記入下さい。 

◆お母さまについて◆ 

 出産後これまでに、何か病気をなさいましたか？    はい・いいえ 

  「はい」と答えた方 どのようなご病気でしたか？ 

 

◆お子さまについて◆ 

1．お子さまの性別はどちらですか                男 ・ 女 

 

2．誕生後これまでにお子さまは何か病気をなさいましたか？   はい・いいえ 

「はい」と答えた方 どのようなご病気でしたか？ 

 

3．これまでに、悪性腫瘍（白血病、神経芽細胞腫、網膜芽細胞腫など）、先天性免疫不全症、 

     先天性血液疾患、染色体異常症（21トリソミー/ダウン症候群など） 

     と診断された事はありますか？                                 はい・いいえ 

   「はい」と答えた方 どのような病気でしたか？ 

 

4．1カ月健診の結果はいかかでしたか？          異常なし・異常あり・受診せず 

   異常ありと答えた方 どのような内容でしたか？ 

    

5．その後の健診（６ヵ月前後での検診）の結果は 

   いかがでしたか？                  異常なし・異常あり・受診せず 

異常ありと答えた方 どのような内容でしたか？ 

 

6．先天性代謝異常に対する検査結果はいかがでしたか？    異常なし・異常あり 

（通常、生後1週間内に行われ、異常がなければ連絡はありません。） 

 

    

ご協力ありがとうございました。 

 

ご記入日 平成  年  月  日   ご記入者氏名                
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